
重要事項説明書 
 

訪問看護サービス及び介護予防訪問看護サービスの提供にあたり、重要事項を以下の通り

説明します。 

 

1.事業者（法人）の概要  

法人の名称 医療法人社団 藤聖会 

代表者名 理事長 藤井 久丈 

所在地 富山県富山市八尾町福島 7 丁目 42 番地 

連絡先 076-454-5000 

 

2.ご利用の事業所の概要 

事業所の名称 訪問看護ステーション まめなけ 

サービスの種類 訪問看護・介護予防訪問看護 

管理者の氏名 本田 浩美 

介護保険事業所番号・指定年月日 1660190248 2014 年 1 月 1 日 

訪問看護ステーションコード 0190248 

所在地 富山県富山市婦中町下轡田 1019 

連絡先 076-461-7775 

 

3.ご利用事業者の従業員の職種、員数及び勤務形態 

 常勤換算 

管理者（看護師） 1 名 

看護師又は准看護師 
2.5 名以上 

（うち 1 名以上は常勤） 

その他事務員等 必要数 

 

4.事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

要介護又は要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可

能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、

生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ご

すことができるよう、居宅サービス又は介護予防サービスを提供す

ることを目的とします。 

運営の方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境を踏まえ、介護保険法そ

の他関連法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業

者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、

利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態とな

るとのことの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。 

 

 



5.営業日及び営業時間 

   毎週月曜日から金曜日 

8 時 30 分～17 時 15 分 

   土曜日 

     8 時 30 分～12 時 30 分 

※但し、国民の祝祭日及び 12 月 30 日から 1 月 3 日までは除く 

 

 当事業所では、ご希望の利用者様に対して年間を通して 24 時間いつでも連絡がとれる体制

を設けております。 

 

6.事業所の実施区域 

   通常の実施区域は、富山市八尾地域、婦中地域、大沢野地域、山田地域、細入地域と

する。 

   ※その他の地域に関してはご相談に応じます。 

 

7.ご利用の個人情報の取り扱いについて 

 訪問看護ステーションまめなけでは個人情報を正確かつ安全に取り扱うために、厚生労働

省のガイドラインに基づき適切な個人情報に管理に努めています。 

 

8.訪問看護（予防）サービスの内容 

① このサービスの提供にあたっては、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止、要介護状態

となることの予防を目的とし、適切にサービスを提供します。 

② サービスの提供は、適切丁寧に行い、分かりやすく説明します。尚、分からない内容が

ありましたら、いつでも担当職員にご質問して下さい。 

③ サービスの提供にあたっては、別紙訪問看護計画書に基づき、ご利用者の維持回復を図

るよう適切に実施いたします。 

 

9.担当職員の変更 

① いつでも担当の訪問看護職員の変更を申し出ることができます。その場合、当事業所は

訪問看護サービスの目的に反するなど変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出

に応じます。 

② 当事業所は担当の訪問看護職員が退職する等正当な理由がある場合に限り、担当の訪問

看護職員を変更することがあります。その場合には、事前に利用者の了解を得ます。 

 

10.利用料及びその他の費用 

① 利用者負担金 

介護給付サービス及び介護予防給付サービスの適応がある場合は、料金表のサービス

費の 1～3 割が利用者負担になります。ただし、介護保険の適応がない場合や介護保険で

の給付の範囲を超えたサービスは、全額が利用者の負担になります。適用の場合でも、

保険料の滞納などにより、保険給付が直接事業者に支払われない場合があります。その

場合は、一旦介護保険適応外の場合の料金を頂き、サービス提供証明書を発行いたしま

す。サービス提供証明書を後日、関係市町村の窓口に提出いたしますと差額の払い戻し

を受けることができます。 

② 料金表；別紙参照 

③ 自費料金  

ご利用者宅で、サービスを提供するために使用する水道、ガス、電気、電話代、介護

用品、衛生管理用品等の費用はご利用者の負担になります。 

その他、当事業所で定めた自費サービスを特別に契約することも可能です。 



 

④ 請求明細書等の内容 

翌月中旬までに介護保険請求書又は医療保険請求書をお渡し（訪問時又は郵送）致し

ます。但し、要介護認定が決定してない等の理由で請求書の発行がさらに翌月以降にな

る場合があります。 

⑤ 支払い方法 

・請求書を発行し、所定の方法により交付します。お支払いただきますと所定の方法に

より領収書を交付します。 

・支払方法は話し合いの上、双方合意の方法によります。 

 

① 金融機関口座引き落とし 

② 訪問看護ステーションまめなけ口座への振込 

 

11.緊急時における対応方法 

  看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やか

に主治医に連絡し、適切な処置を行うものとします。主治医への連絡が困難な場合は、救急

搬送等の必要な措置を講ずるものとします。また、しかるべき処置をした場合には、速やか

に管理者及び主治医に報告します。 

 

12.事故発生時の対応 

① 訪問看護の提供により、事故が発生した場合は、利用者のご家族・主治医・居宅介護支

援事業者・市町村等の連絡を行ない、必要な措置賠償を行ないます。 

② 賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行ないます。 

③ 事故が発生した場合、その原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じます。 

 

13.相談、苦情対応 

サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

訪問看護ステーション まめなけ 

毎週月曜日から金曜日 

午前 8 時 30 分～17 時 15 分 

土曜日 

  午前 8 時 30 分～12 時 30 分 

※但し、国民の祝祭日及び 12 月 30 日 

から 1 月 3 日までは除く 

清水 一江 

電 話：076-461-7775 

 

各市町村の窓口や国民健康保険連合会でも苦情の受付を行っています。 

各市町村の介護保険担当窓口 

富山市役所 介護保険課 

所在地 富山市新桜町 7-38 

電 話：076-443-2041 

富山県国民健康保険団体連合会 
富山市下野宇豆田 995-3 県市町村会館 

電 話：076-431-9827 

富山県福祉サービス運営適正化委員会 
富山市安住町 5-21 社会福祉協議会内 

電 話：076-432-3280 

担当ケアマネージャー  

 

 



        訪問看護ステーション まめなけ 利用料金   2026 年 6月～ 

保険種別 医療保険による訪問看護 

訪問回数 厚生労働大臣が定める疾病等、特別管理加算を算定する方、急性増悪時を除き週 3回まで 

訪問看護 

基本療養費 

・ 

管理療養費 

下記の費用に対し保険負担割合に応じた額を負担(1～3割) 

訪問看護基本療養費Ⅰ（1回 30～90分）             週 3 日目まで 5,550 円 

                                             週 4 日目以降 6,550 円 

訪問看護基本療養費Ⅱ(同一建物居住者で同一日に 2人）        週 3 日目まで 5,550 円 

 〃     (同一建物居住者で同一日に 2人）           週 4 日目以降   6,550 円 

 〃     (同一建物居住者で同一日に 3人以上 9人以下） 週 3日目まで    2,780 円 

 〃     (同一建物居住者で同一日に 3人以上 9人以下） 週 4日目以降   3,280 円 

基本療養費Ⅲ（外泊中の訪問看護）                       8,500 円 

訪問看護管理療養費１                             月の初日        7,710 円／月 

                     2 日目以降       3,010 円／回 

訪問看護物価対応料 1（2027 年 5月まで）                    月の初日  60 円／回 

       〃                                       2 日目以降  20 円／回 

訪問看護物価対応料 1（2028 年 6月より）                    月の初日  120 円／回 

       〃                                        2 日目以降 40 円／回 

夜間早朝訪問看護加算（6時～8時・18 時～22 時）                    2,100 円／回 

深夜訪問看護加算（22 時～6時）                             4,200 円／回 

オンライン診療の補助を実施した場合                                 2,650 円／回 

加算 

24 時間対応体制加算イ                                       6,800 円／月 

特別管理加算 

(Ⅰ)気管切開・留置カテーテル、胃瘻、PCA ポンプ等使用の状態にある方        5,000 円／月 

(Ⅱ)在宅酸素・中心静脈栄養・自己導尿・人工肛門・重度の褥瘡・点滴週 3 日以上   2,500 円／月 

長時間訪問看護加算（特別訪問看護指示書を受けている利用者・特別管理加算対象になる利用者） 

90 分を超える訪問看護：週 1 回まで、特別管理加算対象になる場合：週 3回             5,200 円／回 

緊急訪問看護加算（月 14日目まで）                         2,650 円／回 

 〃    （月 15日目以降）                             2,000 円／回 

訪問看護ターミナルケア療養費 1 （在宅等）                                  25,000 円 

    〃          2 （特養等）                         10,000 円 

難病等複数回訪問加算（同一建物内 2人まで 2 回／日）                4,500 円／日 

           〃      （同一建物内 3人以上 9人以下 2 回／日）           4,000 円／日 

    〃      （同一建物内 2人まで 3 回以上／日）           8,000 円／日 

複数名訪問看護加算(看護師等 2名の場合・同一建物内 2人まで）週 1日目       4,500 円／日 

  〃     (看護師等 2名の場合・同一建物内 2人まで）週 2日目以降 3日目まで 3,000 円／日 

訪問看護情報提供療養費 1（市長村）、2（学校）、3 （保険医療機関）     1,500 円／月 

退院時共同指導加算                                                 8,000 円／月 

特別管理指導加算                                           2,000 円／回 

退院支援指導加算（退院日に訪問した場合）                       6,000 円／回 

                   〃          （合計 90分を超えた場合）     8,400 円／回 

在宅患者緊急時等カンファレンス加算（月に 2回まで）                        2,000 円／回 



専門管理加算（特定行為研修を終了した看護師が計画的な管理を行い、医療機関で手順書加算算定利用者に限る）       2,500 円／月 

訪問看護医療DX情報活用加算                                50 円／月 

訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）（2027 年 5月まで）                    1,830 円／月 

〃             （2028 年 6月より）                         2,880 円／月 

訪問看護医療情報連携加算                                     1,000 円／月 

その他(実費) 
・超過利用料金(90 分を越える訪問看護)   30 分毎・・・・・・・・770 円 

・時間外・営業日外の利用料金       1 回につき ・・・・・・880 円 

交通費 八尾町､婦中町､旧大沢野､旧山田､旧細入以外の事業所より 7km を超える住所は 1km当たり 22 円  

情報開示に伴う複写物 １枚につき  白  黒：11 円 カラー：17円 

エンゼル処置 7,700 円 キャンセル料 2,200 円（事前にご連絡頂けなかった場合） 

 

 



訪問看護ステーション まめなけ 利用料金 

    2026 年 6 月～ 

保険種別 医療保険による訪問看護 

訪問回数 厚生労働大臣が定める急性増悪時を除き週 3回まで 

訪問看護 

基本療養費 

・ 

管理療養費 

下記の費用に対し保険負担割合に応じた額を負担(1～3割) 

【30 分未満の場合】 

精神科訪問看護基本療養費Ⅰ 

   週 3 日目まで   4,250 円 

   週 4 日目以降   5,100 円 

精神科訪問看護基本療養費Ⅲ（同一建物） 

(同一日に 2人） 

   週 3 日目まで   4,250 円 

   週 4 日目以降   5,100 円 

 (同一日に 3人以上 9人以下） 

   週 3 日目まで   2,130 円 

   週 4 日目以降  2,550 円 

【30 以上の場合】 

精神科訪問看護基本療養費Ⅰ 

   週 3 日目まで 5,550 円 

    週 4 日目以降 6,550 円 

精神科訪問看護基本療養費Ⅲ（同一建物） 

(同一日に 2人） 

   週 3 日目まで 5,550 円 

   週 4 日目以降 6,550 円 

 (同一日に 3人以上 9人以下） 

   週 3 日目まで 2,780 円 

   週 4 日目以降 3,280 円 

基本療養費Ⅳ（外泊中の訪問看護）          8,500 円 

訪問看護管理療養費１                           月の初日       7,710 円／月 

       〃                           2 日目以降       3,010 円／回 

訪問看護物価対応料 1（2027 年 5月まで）                   月の初日  60 円／回 

       〃                                      2 日目以降  20 円／回 

訪問看護物価対応料 1（2028 年 6月より）                  月の初日  120 円／回 

       〃                                       2 日目以降 40 円／回 

夜間早朝訪問看護加算（6時～8時・18 時～22 時）              2,100 円／回 

深夜訪問看護加算（22 時～6時）                              4,200 円／回 

加算 

24 時間対応体制加算イ                              6,800 円／月 

長時間訪問看護加算(週 1回)                           5,200 円／月 

精神科緊急訪問看護加算  (月 14 日目まで)                              2,650 円／回 

〃        (月 15 日目以降)                                2,000 円／回 

精神科複数回訪問加算（同一建物内 2人まで 2 回／日）           4,500 円／日 

    〃     （同一建物内 3人以上 2 回／日）           4,000 円／日 

    〃         （同一建物内 2人まで 3 回以上／日）         8,000 円／日 

    〃         （同一建物内 3人以上 3 回以上／日）         7,200 円／日 

複数名精神訪問加算   

(看護師等 2名の場合・同一建物内 2人まで) 1 日に 1回の場合     4,500 円／回 

      1 日に 2回の場合    9,000 円／回 

      1 日に 3回の場合  14,500 円／回 

訪問看護情報提供療養費 1（市長村）、2（学校）、3（保険医療機関）     1,500 円／月 

退院時共同指導加算                             8,000 円／回 

退院支援指導加算（退院日に訪問した場合）                   6,000 円／回 

         〃          （合計 90分を超えた場合）         8,400 円／回 

特別管理指導加算                                2,000 円／回 

在宅患者緊急時等カンファレンス加算（月２回まで）                2,000 円／回 



看護・介護職員連携強化加算                         2,500 円／月 

訪問看護医療DX情報活用加算                           50 円／月 

訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）（2027 年 5月まで）                  1,830 円／月 

〃             （2028 年 6月より）                       2,880 円／月 

訪問看護医療情報連携加算                                    1,000 円／月 

訪問看護遠隔診療補助料                                     2,650 円／日 

その他（実費） ・超過利用料金(90 分を越える訪問看護)   30 分毎・・・・・・・・770 円 

・時間外・営業日外の利用料金        1 回につき ・・・・・・880 円 

交通費 八尾町､婦中町､旧大沢野､旧山田､旧細入以外の事業所より 7km を超える住所は 1km当たり 22 円  

情報開示に伴う複写物 １枚につき  白  黒：11 円  カラー：17円 

エンゼル処置 7,700 円 

キャンセル料 2,200 円（事前にご連絡頂けなかった場合） 

 



訪問看護ステーション まめなけ 利用料金【介護保険】 2026 年 6月～ 

区 分 □ 要介護 1～5 □ 要支援 1・2 

自己負担額 下記の訪問看護費と加算の 1～3割 

訪問看護費 

20 分未満(24ｈ体制、20 分以上/週 1回)      3,205 円／1回 

30 分未満                 4,808 円／1回 

30 分以上 60分未満      8,402 円／1回 

60 分以上 90分未満         11,516 円／1回 

ｵﾝﾗｲﾝ診療の補助を実施した場合   3,205 円／1回 

夜間(18 時～22時)早朝(6 時～8時)    25％増 

深夜(22 時～6時)                   50％増 

通常の実施地域以外への訪問※1     5%増 

サ高住入居者は同一建物減算      10％減 

定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所 

  と連携する場合 30,231 円／月 

         (要介護 5 の方    +8,168 円／月) 

20 分未満(24ｈ体制、20 分以上/週 1回)  3,093 円／1回 

30 分未満             4,604 円／1回 

30 分以上 60分未満     8,106 円／1回 

60 分以上 90分未満    11,128 円／1回 

ｵﾝﾗｲﾝ診療の補助を実施した場合 3,093 円／1回 

夜間(18 時～22時)早朝(6 時～8時)   25％増 

深夜(22 時～6時)        50％増 

通常の実施地域以外への訪問※1       5%増 

サ高住入居者は同一建物減算      10％減 

 

加算 

 

下線は 

任意で 

契約 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）     61 円／1回 

 ※定期巡回を利用している方   510 円／月 

看護体制強化加算（Ⅱ）       2,042 円／月 

初回加算(Ⅰ)              3,573 円 

※新規利用者（前 2月に提供無い場合含む）、要支援より 

要介護へ変更時、退院又は退所した当日に訪問した場合 

初回加算(Ⅱ)              3,063 円 

※     〃       退院又は退所した翌日に訪問した場合 

退院時共同指導加算       6,126 円 

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)       6,126 円／月 

特別管理加算(Ⅰ)         5,105 円／月 

※気管切開・留置カテーテル、胃瘻、PCA ポンプ等使用状態 

にある方             

特別管理加算(Ⅱ)            2,552 円／月 

※在宅酸素・中心静脈栄養・自己導尿・人工肛門・重度の 

褥瘡・点滴週 3日以上 

長時間訪問看護加算    3,063 円／1回 

※特別管理加算の対象者で 90 分以上かかる場合 

口腔連携強化加算            510 円／月 

複数名訪問看護加算(Ⅰ) 

※2人の看護師等の場合 

30 分未  2,593 円／1回 

30 分以上 4,104 円／1回 

ターミナルケア加算               25,525 円 

看護・介護職員連携強化加算     2,552 円／月 

専門管理加算              2,552 円／月 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  61 円／1回 

看護体制強化加算          1,021 円／月 

初回加算(Ⅰ)           3,573 円 

※新規利用者（前 2月に提供無い場合含む）、要支援より 

要介護へ変更時、退院又は退所した当日に訪問した場合 

初回加算(Ⅱ)              3,063 円 

※     〃      退院又は退所した翌日に訪問した場合 

退院時共同指導加算       6,126 円 

緊急時介護予防訪問看護加算(Ⅰ) 6,126 円／月 

特別管理加算(Ⅰ)       5,105 円／月 

※気管切開・留置カテーテル、胃瘻、PCA ポンプ等 

使用状態にある方 

特別管理加算(Ⅱ)           2,552 円／月 

※在宅酸素・中心静脈栄養・自己導尿・人工肛門 

・重度の褥瘡・点滴週 3日以上 

長時間訪問看護加算      3,063 円／1回 

※特別管理加算の対象者で 90 分以上かかる場合 

口腔連携強化加算             510 円／月 

複数名訪問看護加算(Ⅰ)  

※2人の看護師等の場合 

30 分未満     2,593 円／1回 

30 分以上     4,104 円／1回 

専門管理加算               2,552 円／月 

 

 介護職員等処遇改善加算・・・上記訪問看護費及び加算の 1.8% 



その他の費用 

(保険適応外) 

・エンゼル処置       7,700 円    ・キャンセル料   2,200 円（事前にご連絡頂けなかった場合） 

・情報開示に伴うコピー料  １枚につき  白  黒：11円  カラー：17円 
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